
菊田幸一教授のこと

言語: Japanese

出版者: 明治大学法律研究所

公開日: 2009-02-10

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 上野, 正雄

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/10291/1353URL



菊
田
幸

一
教
授

の
こ
と

上

野

正

雄

487

私
達
が
敬
愛
し
て
や
ま
な
い
菊
田
幸

一
先
生
は
、
昨
年

=

一月

一
五
日
、
め
で
た
く
古
稀
の
佳
齢
を
お
迎
え
に
な
ら
れ
、
定
年
に
よ
り

本
年
三
月
末
日
を
も
っ
て
三
八
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
奉
職
さ
れ
た
明
治
大
学
を
ご
退
職
さ
れ
る
。

こ
れ
に
先
立
つ
本
年

一
月

一
四
日
に
は
、
「見
え
ざ
る
糸
に
繰
ら
れ
て
三
八
年
」
之
の
タ
イ
ト
ル
で
、
長
年
使
用
さ
れ
て
き
た
り
パ
テ
ィ
ー

ホ
ー
ル
で
最
終
講
義
を
さ
れ
た
が
、
こ
の
講
義
に
お
い
て
先
生
が
明
治
大
学
に
お
け
る
三
入
年
を

「生
か
さ
れ
て
き
た
」
人
生
と
振
り
返
っ

て
お
ら
れ
た
の
が
特
に
印
象
深
か
っ
た
。

先
生
は
、
本
学
大
学
院
博
士
課
程

へ
進
学
さ
れ
た
後
の

一
九
六
二
年
に
、
大
学
院
に
在
学
の
ま
ま
当
時
創
設
さ
れ
た
わ
が
国
唯

一
の
総

合
的
犯
罪
学
研
究
所
で
あ
る
法
務
省
法
務
総
合
研
究
所
の
研
究
部
に
研
究
官
補
と
し
て
勤
務
さ
れ
、
そ
の
翌
年
に
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大

学
犯
罪
学
部
に
法
務
省
か
ら
留
学
さ
れ
た
。

一
年
二
か
月
の
留
学
の
帰
途
、
世
界
二
三
か
国
の
矯
正
施
設
を
訪
問
す
る
傍
ら
、
国
際
的
に

著
名
な
犯
罪
学
者
ら
と
会
う
な
ど
し
、
帰
国
後
に
こ
れ
ら
を
も
と
に

「新
し
い
刑
政
紀
行
」
(
一
九
六
六
年
)
を
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
著
書

の
帯
に
は
当
時
の
矯
正
界
に
お
け
る
重
鎮
で
あ

っ
た
小
川
太
郎
氏

(元
法
務
省
矯
正
局
長
)
が

「刑
事
政
策
の
鬼
に
な

り
得
る
人
」
と
書

い
て
い
る
。
六
七
年
に
は

『保
護
観
察
の
理
論
』
で
本
学
か
ら
博
士
号

(主
査
木
村
亀
二
教
授
)
を
授
与
さ
れ
、
同
年
、
木
村
亀
二
教
授

の
推
挙
で
本
学
で
の
刑
事
政
策
の
専
任
講
師
と
し
て
就
任
さ
れ
た

(三
二
歳
)
。
爾
来
、
七
〇
年
に
助
教
授

(三
五
歳
)、
七
五
年
に
教
授

(四
〇
歳
)
に
昇
進
さ
れ
、
今
日
を
迎
え
ら
れ
て
い
る
。



先

生

が

犯

罪
学

者

と

し

て

目
指

さ

れ

た

こ
と

は
、

そ

の
主

著

で
あ

る

『
犯

罪
学

』

(初

版

一
九

七

一
年

、

現
在

六

版

)

に

お

い

て
象

徴

的

884

に
示
さ
れ
る
ご
と
く
、
ア
メ
リ
カ
の
9
ぎ
ぎ
9
。
讐

を
範
と
し
、
「独
立
の
学
問
た
り
え
な
い
神
学
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
犯
罪
学
を

「
総
合
科
学
と
し
て
構
築
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
犯
罪
学
に
ほ
ん
ら
い
の
人
間
学
を
回
復
さ
せ
る
」
こ
と
に
あ

っ
た
。
先
生
の
犯
罪
学
者
と
し

て
の
足
跡
は
、
総
合
科
学
た
る

『犯
罪
学
』
を
拠
点
と
し
、
受
刑
者
の
処
遇
、
犯
罪
者
の
社
会
内
処
遇
と
更
生
保
護
、
さ
ら
に
は
少
年
法

の
研
究
に
ま
で
お
よ
び
、
関
連
す
る
数
十
冊
の
著
作
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
学
問
的
成
果
は
、
同
時
に
先
生

の
日
頃
の
口
癖
で
あ

る
、
「
理
論
ど
実
践
」
に
も
根
付

い
て
い
る
。

そ
の
足
跡
を
詳
細
に
辿
る
に
は
紙
数
に
制
限
が
あ
る
が
、
先
生
が
学
位
論
文
と
し
て
取
り
組
ま
れ
た

「保
護
観
察
の
理
論
」
(
一
九
六
九

叢

.
年
刊
)
の
端
緒
は
、
牧
野
英

一
東
大
名
誉
教
授
の
刑
事
法
学
の
著
書
を
通
読
し
た
後
、
牧
野
教
授
が
残
し
た
課
題
は
犯
罪
者

の
最
後
の
仕

論

上
げ
で
あ
る
社
会
復
帰
に
あ
る
、
と
気
づ
い
た
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
先
生
は
、
犯
罪
者
の
社
会
内
処
遇
の
象
徴
で
も
あ
る
日
本

の
保
護

律

司
制
度
に
つ
い
て
、
徹
底
的
な
批
判
を
試
み
ら
れ
た
。
近
代
的
な
犯
罪
者

の
社
会
内
処
遇
に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
保
護
司
制
度
は
そ

ぐ
わ
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
主
張
で
あ
る
。
理
論
あ
り
き
で
は
な
く
、
実
際
か
ら
理
論
を
構
築
す
る
先
生
の
学
問
に
対
す
る
姿
勢
が
こ
こ

法

に
窺
え
る
。

先
生
が
、
次
に
課
題
と
さ
れ
た
の
は
、
非
行
少
年
問
題
で
あ
る
。
こ
の
分
野
に
も
数
冊
の
著
書
が
あ
る
が
、

一
九
七
〇
年
代
の
少
年
法

改
正
問
題
に
関
し
、
先
頭
に
た
っ
て
批
判
的
論
陣
を
展
開
さ
れ
、
「
少
年
法
の
動
態
」

(
一
九
七

一
年
)
を
出
版
さ
れ
た
。
さ
ら
に
児
童
問

題
に
関
心
を
向
け
、
不
良
少
年
の
収
容
施
設
で
あ
る
全
国
の
教
護
院
を
す
べ
て
訪
問
し
て

「少
年
教
護
」
(
一
九
七
四
年
)
を
出
版
し
、
更

に
、
養
護
施
設
や
試
験
観
察
の
実
態
な
ど
の
調
査
に
も
と
づ
き
、
「少
年
棄
民
」
(
一
九
七
入
年
)
を
出
版
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け

「少

年
棄
民
」
は
施
設
内
で
の
児
童
に
対
す
る
虐
待

の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
国
会
で
問
題
提
起
さ
れ
、
実
務
上
の
規

約
改
正
に
も
連
な

っ
た
。
こ
う
し
た
実
際
と
の
接
触
か
ら
、
先
生
は
、
少
年
法
の
あ
り
方
を
探
求
さ
れ
、
そ
の
成
果
は
有
斐
閣
の
双
書
に



な

っ
た

「少
年
法
概
説
」

(初
版

・
一
九
八
○
年
、
現
在
第
四
版
)
に
結
実
し
て
い
る
。
同
書
に
お
い
て
先
生
は
、
「少
年
は
社
会
的
存
在

と
し
て
社
会
福
祉
を
受
け
る
権
利
の
主
体
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
理
念
は
、

一
九
八
九
年
に
国
連
で
採
択
さ
れ
た

「子
ど

も

の
権
利
条
約
」
の
基
本
理
念
そ
の
も
の
で
あ
り
、
先
生
の
理
念
が
条
約
の
理
念
よ
り
先
行
し
て
い
る
と
い
う
の
が
先
生
の
日
ご
ろ
自
慢

の

一
つ
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
先
生
は

「死
刑
廃
止
論
者
」
と
し
て
も
著
名
で
あ
る
。
先
生
の
話
に
よ
る
と
死
刑
廃
止
の
信
念
は
、
高
校
生

の
こ
ろ
か
ら
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
生
の
死
刑
廃
止
論
者
と
し
て
の
長
い
活
動
の
な
か
で
特
に
記
憶
に
残
っ
て
い
る
の
は
、

一
九
九
三
年
三
月
二
六
日

一

に
当
時
の
後
蕾

霧

大
臣
が
三
年
四
か
量

り
に
死
刑
執
行
を
再
開
し
た
の
に
抗
議
し
、
明
大
大
学
院
前
で
七
二
時

間
の
ハ
ン
ス
ト
に

ユ

突

入

さ

れ

た

こ
と

で
あ

る
。

先

生

は

後

日
、
前

後
を

考

え

る

こ
と

な

く

ハ

ン
ス
ト

に
突

入

し

て

い
た

と
語

ら

れ

て

い
る

が
、

現
実

が
あ

っ

脚

て
理
論
が
後
か
ら
つ
い
ぞ

る
と
い
う
先
生
の
真
骨
頂
を
こ
・
に
見
る
思
い
が
す
る
.
超
党
派
国
会
議
員
に
よ
る

・死
刑
廃
止
議
員
連
盟
L

教一

は
こ
れ
を
契
機
に
発
足
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

幸細

先
生
は
、
法
務
省
や
明
治
大
学
と
の
関
係
か
ら
で
あ
る
が
、
死
刑
廃
止
論
者
と
し
て
双
盤
を
な
す
歴
史
的
人
物
で
あ

る
実
務
家
と
し
て

一

の
正
木
亮
氏
と
学
者
と
し
て
の
木
村
亀
二
氏
の
両
氏
に
師
事
さ
れ
た
数
少
な
い
人
で
あ
る
.
そ
の
意
味
で
は
、
.幸
運
な
環
境
・
で

、生
か

さ
れ
て
き
た
L
と
の
先
生
の
言
葉
が
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持

つ
。
そ
の
正
木
氏
が
死
刑
廃
止
の
た
め
に
出
版
し
て
い
た

『社
会
改
良
』
を
同

氏

の
逝
去
後
に
遺
志
を
継
ぐ
形
で
先
生
が
創
設
さ
れ
た
の
が

「犯
罪
と
非
行
に
関
す
る
全
国
協
議
会
J
C
C
D
」
(季
刊
)
で
あ
る
。
同
誌

は
後
に

「全
国
犯
罪
非
行
協
議
会
N
C
C
D
」
と
改
名
さ
れ
た
が
、
現
在
も
継
続
し
て
い
る

(現
在
通
算

一
〇
五
号
)
。
同
誌
は
今
で
は
日

本

に
お
け
る
死
刑
廃
止
の
理
論
的
拠
点
と
な

っ
て
い
る
。
先
生
に
は
死
刑
に
関
し
て
も
数
冊
の
著
書
が
あ
る
が
、
そ

の
代
表
的
著
作
で
あ

る

「死
刑
1
そ
の
虚
構
と
不
条
理
」

(
一
九
人
入
年
刊
、

一
九
九
九
年
新
版
刊
)
は
死
刑
問
題
を
論
ず
る
者
の
必
読
の
書
と
さ
れ
て
い
る
。

894
・

と

こ
ろ

で
先

生

の
死

刑
廃

止

論

は

、
「
死
刑

は
悪

で
あ

り

、

死
刑

の
存

置

は
法

の
使

命

を
超

え

て

い
る
」

と

い
う

単

純

明

解

な
も

の

で
あ



0

る

が
、

現
実

の
廃

止

運

動

の
場

に

お

い

て
は

「
終
身

刑

」

の
導

入

を

最
も

率

先

し

て

主
導

さ

れ

て

い

る
現

実

論
者

で
も

あ

る
。

次

期

国

会

　

ロ

ノ

4

に
死
刑
廃
止
議
員
連
盟
が
提
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
法
案
の
骨
格
は
、
終
身
刑
の
採
用
が
中
心
と
な

っ
て
い
る
が
、
先
生
は
そ
の
理
論
的

基
礎
を
提
供
さ
れ
、
ま
た
韓
国
の
法
案
の
作
成
に
あ
た
っ
て
も
ア
メ
リ
カ
の
資
料
を
も
と
に
終
身
刑
導
入
に
関
与
さ
れ
た
。
ま
た
、
先
生

は
、
「
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る
間
に
、
日
本
で
法
律
上
も
死
刑
を
廃
止
す
る
こ
と
は
困
難
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
死
刑
執
行
停
止
は
実

行
可
能
だ
。」
と
も
口
癖
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
死
刑
を
悪
と
し
つ
つ
、
現
実
的
な
戦
略
を
選
択
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る

先
生
の
面
目
躍
如

の
お
言
葉
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一

先
生
は
三

。
。
。
年
七
月
に
開
か
れ
た

・第

面

死
刑
廃
止
国
際
会
議
L
(ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
グ
)
些
兀
死
刑
囚
免

田
栄
昏

八
。
人
の

叢

日
本
派
遣
団
の
団
長
と
し
て
出
席
し
、
ア
ジ
ア
の
代
表
と
し
て
ス
ピ
ー
チ
し
、
あ
る
い
は
国
連
規
約
人
権
委
員
会

へ
市
民
団
体
代
表
と
し

論

て
度
々
出
席
す
る
な
ど
、
今
や
日
本
の
死
刑
廃
止
運
動
に
は
な
く
て
は
な
ら
な

い
存
在
で
も
あ
る
。

律

死
刑
廃
止
の
理
論
と
実
践
に
平
行
し
て
、
近
年
の
先
生
の
情
熱
は
、
受
刑
者
の
人
権
擁
護
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
分
野
に
お
い
て

も
、
先
生
の
研
究
手
法
は
、
ま
ず
実
態
を
知
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま

っ
て
い
る
。
そ
の
第

}
歩
の
成
果
は
、
「検
証

・
プ
リ
ズ
ナ
ー
の
世
界
」

法=

一
九
九
七
年
刊
)
で
あ
る
.
・
の
善

は
、
ホ
⊥

レ
ス
の
人
の
な
か
か
ら
元
受
刑
者
を
見
つ
け
出
し
、
延
べ

一
三
・
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

し
刑
務
所
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
死
刑
囚
と
も
自
由
に
面
会
で
き
る
の
に
日
本
で
は
そ
れ
が
許
さ
れ
な

い
。
そ
れ
な
ら
ば
と
自
力
で
元
受
刑
者
と
接
触
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
原
資
料
を
も
と
に
ア
メ
リ
カ
の
行
刑
判
例
を
参
照
し
な
が
ら
、
あ
る
べ
き
方
向
付
け
を
し
た
の
が

「受
刑
者
の
人
権
と
法
的

地
位
」
(
}
九
九
九
年
刊
)
、
「受
刑
者
の
法
的
権
利
」

(二
〇
〇

一
年
刊
)
等
の
著
書
で
あ
る
。

二
〇
〇
二
年
に
岩
波
新
書
と
し
て
出
版
さ
れ
た

「
日
本
の
刑
務
所
」
(現
在
第
六
刷
)
は
、
こ
う
し
た
多
年
の
資
料
の
積
み
重
ね
と
思
考

の
成
果
を
集
約
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
先
生
な
ら
で
は
の
執
念
を
象
徴
す
る
も
の
と
な

っ
た
。

こ
の
出
版
の
準
備
に
は
三
年
以
上



の
年

月

が
費

や

さ

れ

て

い
る

と

の

こ
と

で
あ

る
。

ま

た
、

偶

然

に
も

、
出

版

と
同

時

期

に

、

い
わ

ゆ

る
名

古

屋

刑

務
所

事

件

が
表

面

化

し

て
、
本

書

が

一
躍

注

目

さ

れ

、

一
時

は
新

書

の

ベ

ス
ト

セ

ラ
ー

と
な

っ
た
。

そ

の

た

め
か

ど
う

か

憶
測

の
域

を

出

な

い
が
、

先

生

の
言

葉

に
よ

れ

ば
、

ま

さ

に

「
図

ら

ず

も
」

法

務

省

の

「
行

刑
改

革

会

議

委

員

」

に
数

少
な

い
専

門

家

の

一
人

と
し

て
任

命

さ

れ

た
。

そ

の
委

員

と

し

て

の
活
躍

ぶ
り

を

示

す

も

の
と

し

て
、

審

議

状

況

の
リ

ア

ル
タ

イ

ム

で

の
公
開

、

受

刑

者

や

刑

務
官

へ
の

ア

ン

ケ
ー

ト

の
実

施

な

ど

を

主

張

し

、

そ

れ

ら
を

実

現

さ

せ

た

こ
と

に

つ

い
て

は
知

る

人

ぞ
知

る
も

の
と

な

っ
て

い
る
。

先

生

の
情

熱

と
行

動

力

は
現

在
も

留

ま

る

と

こ
ろ

が
な

い
。
先

生

は

「
C
P

R

監
獄

人

権

セ

ン
タ

ー

」

の
副
会

長

を

さ
れ

て

い
る

が
、
本

一

年

三
月
に
弁
護
士
登
録
を
さ
れ
、
死
刑
囚
を
は
じ
め
、
全
国
の
受
刑
者
か
ら
の
落

や
訴
訟
の
助
言
口
.
処
理
に
当
た

っ
て
お
ら
れ
る
.
裁

ユ

判

の
確
定
ま
で
は
弁
護
士
が
付
く
が
受
刑
者
に
外
部
か
ら
援
助
す
る
弁
護
士
は
い
な
い
。
受
刑
者
と
と
も
に
監
獄
に

つ
い
て
の
問
題
提
起

櫛

を
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
裁
判
所
と
行
刑
当
局
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
の
だ
と
の
信
念
か
ら
で
あ
る
。
受
刑
者
か
ら

の
救
援
の
手
紙
が
毎

教

、

一

日
数
遍
は
届

い
て
い
る
と
い
う

(受
刑
者
は
家
族
以
外
に
は
弁
護
士
と
し
か
手
紙
の
遣
り
取
り
も
接
見
も
で
き
な
い
)
。
そ
れ
ら
に
必
ず
署

幸細

名
入
り
で
返
事
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
法
務
省
肴
刑
改
革
推
進
委
員
会
顧
問
の
立
場
も
利
用
し
、
全
国
の
受
刑
者
の
要
請
に
応
じ
て
接
見

一

に
赴
-
な
ど
奔
走
さ
れ
て
い
る
.
し
か
も
受
刑
者
と
の
生
の
取
材
を
も
基
に
し
て
、
・
れ
ま
で
の
関
係
誓

の
改
訂
を
す
す
め
て
い
る
と

の
こ
と
で
あ
り
、
正
に

「理
論
と
実
践
」
の
日
々
で
あ
る
。
岩
波
新
書
の

「
日
本
の
刑
務
所
」
は
、
こ
れ
ら
の
受
刑
者
を
仲
間
と
し
て
出

版
で
き
た

(現
在
は
受
刑
者
と
と
も
に
改
訂
作
業
中
)
と
い
う
の
が
先
生
の
自
慢
で
も
あ
る
。

そ
の
他
に
も
、
先
生
の
こ
身
辺
で
は
、
留
学
生
時
代
に
苦
労
さ
れ
た
経
験
か
ら
、
ア
ジ
ア
各
国
か
ら
の
留
学
生
の
た
め
に
ご
自
宅
を

「明

治
大
学
国
際

ハ
ウ
ス
」
と
し
て
開
放
し
た
り
、
す
ぐ
れ
た
論
説
を
発
表
し
た
新
進
の
犯
罪
学
研
究
者
を
顕
彰
す
る
た
め

「菊
田
ク
リ
ミ
ノ

ロ
ジ
ー
賞
」
を
創
設
し
、
毎
年
表
彰
さ
れ
て
い
る
な
ど

(
い
ず
れ
も
現
在
も
継
続
中
)
、
多
く
の
話
題
が
あ
る
が
こ
こ
で
は
ご
紹
介
す
る
に

朔

と
ど
め
て
お
く
。
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二
〇
〇
四
年
に
は
、
先
生
の
先
導
で
明
治
大
学
犯
罪
学
研
究
所
が
創
設
さ
れ
、
初
代
所
長
に
就
任
さ
れ
た
。
先
生

に
お
か
れ
て
は
今
後

　4

も
益

々
ご
壮
健
で
過
ご
さ
れ
る
こ
と
を
祈
念
す
る
と
同
時
に
、
同
研
究
所
の
顧
問
と
し
て
、
な
お

一
層

の
ご
指
導
を
賜
り
た
く
お
願

い
申

し
上
げ
て
、
筆
を
置
く
こ
と
と
す
る
。

叢論律法


